
資料２

救急医療施策の
現状と課題について

平成３０年１１月

宮城県保健福祉部医療政策課
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日本の人口の推移
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日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は３８％台の水準に
なると推計されている。

（出典）

人口（万人）

高齢化率
38.4%

平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

27.7%

12,671万人

8,808万人

3,381万人

4,529万人

898万人

６５歳以上人口

１５～６４歳人口

１４歳以下人口

・2017年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）
・高齢化率は2015年までは総務省「国勢調査」、2017年は総務省「人口推計」
・2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計
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宮城県の人口の推移
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宮城県の人口も近年減少傾向である。2045年には総人口が1,900千人を割り込み、高齢化率は４０％台の水準になると
推計されている。

（出典）

人口（千人）

高齢化率
40.3%

平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

27.1%

2,323千人

1,809千人

729千人

６５歳以上人口

１５～６４歳人口

１４歳以下人口

・2017年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）
・高齢化率は2015年までは総務省「国勢調査」、2017年は総務省「人口推計」
・2020年以降の宮城県人口は、男女･年齢(5歳)階級別データ--『日本の地域別将来推計人口』（平成30（2018）年推計）

906千人

174千人
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H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年

救急出動件数（全国）（右軸） 5,277,936 5,237,716 5,290,236 5,097,094 5,122,226 5,463,682 5,707,655 5,802,455 5,909,367 5,984,921 6,054,815 6,209,964

搬送人員（全国）（右軸） 4,955,976 4,892,593 4,902,753 4,678,636 4,682,991 4,979,537 5,182,729 5,250,302 5,340,117 5,405,917 5,478,370 5,621,218

救急出動件数（宮城県）（左軸） 83,906 84,264 86,192 82,445 83,311 91,440 103,694 98,228 98,694 101,344 103,126 103,755

搬送人員（宮城県）（左軸） 78,406 78,270 79,832 75,661 75,802 82,255 93,925 88,079 88,987 90,927 92,543 94,288
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救急出動件数・救急搬送人員の推移（出典：消防庁「救急・救助の現況」別表３/４からデータ抜粋）

●救急自動車による出動件数及び救急搬送人員は、いずれも増加傾向である。

●宮城県では、ここ１０年間（H28年 対 H18年）で、

・救急出動件数は、約１．９万件（約２３％）増加

・救急搬送人員は、約１．６万人（約２０％）増加

救急出動件数及び救急搬送人員の推移
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高齢者の搬送割合は年々、増加傾向にあり平成２８年には、約６割を占めるに至っている。

一方で、新生児＋乳幼児＋少年、成人の搬送割合は、減少傾向となっている。

救急搬送人員の増加要因（宮城県）

●搬送人員の増加要因は年齢別に見ると、高齢者の割合が高いことによる。

●高齢化により、この傾向は今後も続くことが予想される。

データ出所：総務省消防庁「救急・救助の現況」
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（単位：万人）

新生児＋乳幼児＋少年 成人 高齢者

52.7%

53.7%

53.3%

54.1%

55.0%

56.4%

57.0%

38.2%

38.0%

38.4%

37.7%

36.5%

35.7%

34.9%

9.1%

8.3%

8.4%

8.2%

8.4%

7.9%

8.1%

82,255人

93,925人

88,079人

88,987人

90,927人

92,543人

94,288人

※乳幼児：生後28日未満、乳幼児：生後28日以上満7歳未満、少年：満7歳以上満18歳未満、成人：満18歳以上満65歳未満、高齢者：満65歳以上



①

②
③
④

⑤

⑥

●救急病院等を定める省令（昭和３
９年厚生省令第８号）に基づき、救
急隊により搬送される傷病者に関
する医療を担当する医療機関とし
て、平成２９年４月１日現在、７３医
療機関を認定している。

●人口１０万人あたりの医療機関数
は、３．１機関となっている。

●また、三次救急医療を担う、救命
救急センターは、すべての二次医
療圏に設置されている。（順不同）
・仙南医療圏：
①みやぎ県南中核病院

・仙台医療圏：
②仙台医療センター
③仙台市立病院
④東北大学病院

・大崎・栗原医療圏：
⑤大崎市民病院

・石巻・登米・気仙沼医療圏：
⑥石巻赤十字病院

●人口１００万人当たりの救命救急
センター数は２．５医療機関で、全
国平均を上回っている。
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H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1

救急告示医療機関状況（出典：消防庁「救急・救助の現況」別表１４からデータ抜粋・加工）

医療機関数（宮城県） 10万人あたり医療機関数（宮城県）

10万人あたり医療機関数（全国）

救命救急センター位置図
（H３０.4.1現在）
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H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

救命救急センターの状況（出典：厚生労働省「救命救急セン

ターの現況調べ」からデータ抜粋・加工）

※人口出所：平成２７年国勢調査

医療機関数（宮城県） 100万人あたり医療機関数（宮城県）

100万人あたり医療機関数（全国）

受入先の医療機関
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区分
（重症以上）

１回 ２～３回 ４～５回 ６～１０回 １１回～ 計 ４回以上

最大
照会

回数

件数

（宮城県）
７，３０７ １，６８３ ３０２ ８９ ７ ９，３８８ ３９８ １７

割合

（宮城県）
７７．８％ １７．９％ ３．２％ １．０％ ０．１％ １００．０％ ４．２％ -

件数

（全国）
３７２，７２５ ５７，３４２ ７，７２８ ２，１５２ １５９ ４４０，１０６ １０，０３９ ７１

割合

（全国）
８４．７％ １３．０％ １．８％ ０．５％ ０．０％ １００．０％ ２．３％ -

医療機関に受入照会を行った回数ごとの件数（出典：消防庁「平成２８年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査の結果」

区分
（重症以上）

１５分未満
１５分以上
３０分未満

３０分以上
４５分未満

４５分以上
６０分未満

６０分以上 計 ３０分以上

件数

（宮城県）
４，３５８ ４，２３４ ６２０ １２２ ５４ ９，３８８ ７９６

割合

（宮城県）
４６．４％ ４５．１％ ６．６％ １．３％ ０．６％ １００．０％ ８．５％

件数

（全国）
２３０，８８１ １８７，１２１ １６，９０３ ３，３２３ １，８７８ ４４０，１０６ ２２，１０４

割合

（全国）
５２．５％ ４２．５％ ３．８％ ０．８％ ０．４％ １００．０％ ５．０％

現場滞在時間区分ごとの件数（出典：消防庁「平成２８年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査の結果」

●救急搬送件数の増加等に伴い、救急搬送における医療機関への受け入れに時間を要
するケースが発生している。

●宮城県は、照会回数４回以上・現場滞在時間３０分以上とも、全国平均を上回っている。

※全国平均を上回る２０の都府県

救急搬送における医療機関の受入状況（重症以上傷病者）

全国順位

４照会：４３位（前年４６位）

３０分：４３位（前年４５位）

都府県 4回以上 30分以上
宮城県 4.2% 8.5%
福島県 5.4% 6.0%
茨城県 4.1% 5.9%
栃木県 3.0% 5.0%
埼玉県 4.1% 13.3%
千葉県 3.5% 10.8%
東京都 3.6% 4.2%
神奈川県 1.6% 8.2%
新潟県 3.3% 9.3%
山梨県 3.8% 4.9%
三重県 2.3% 3.8%
大阪府 4.5% 5.2%
兵庫県 2.4% 5.3%
奈良県 6.2% 12.4%
和歌山県 3.2% 2.6%
岡山県 3.8% 3.8%
広島県 2.3% 7.4%
徳島県 3.0% 3.7%
香川県 5.2% 3.2%
宮崎県 3.3% 4.3%

平均 2.3% 5.0%
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宮城県「第７次地域医療計画」と数値目標

・初期救急医療体制については、地域の救急医療資源の実情に応じた平日夜間及び休日の初期救急医療体制整備を支援し、また、かかりつ
け医等による救急患者の受入れを促進します。
・二次救急医療体制については、病院群輪番制の機能を強化し、後方病床の確保、医師が診療可能な領域の拡大を図ります。
・三次救急医療体制については、救急科専門医を養成し、救急医療機関に配置するほか、救命救急センターの安定的運営の確保に努めます。
・初期、二次及び三次の各救急医療の機能に応じた医療機関の役割分担の進展に努めます。
・ドクターヘリについては、基地病院及び消防機関等と連携しながら、安全かつ効果的な運用に取り組みます。
・救急医療情報システムについて即時性のある情報提供体制を構築します。
・県民に対して、救急医療機関の適正な利用の啓発を行います。

■「第７次地域医療計画」（平成３０年４月公示）⇒救急医療体制の目指すべき方向性

■数値目標

指 標
2017年度時点

（現 況）

2023年度末
出 典

救急要請（覚知）から救急医療機関への搬送までに要
した平均時間

41.1分
（全国39.3分） 全国平均

「平成29年版 救急・救助の現況」（総務省
消防庁）

搬送先選定困難事例構成割合
（照会回数4回以上）〈重症以上傷病者〉

6.7％
（全国2.7％） 全国平均

「平成27年中の救急搬送における医療機
関の受入状況等実態調査の結果」（総務省
消防庁）

搬送先選定困難事例構成割合
（現場滞在時間30分以上）〈重症以上傷病者〉

10.9％
（全国5.2％） 全国平均

「平成27年中の救急搬送における医療機
関の受入状況等実態調査の結果」（総務省
消防庁）

救急科専門医数（人口10万対）
2.8

（全国3.1） 全国平均
「平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査」
（厚生労働省）

退院調整支援担当者数（病院）（人口10万対）
6.3

（全国7.8） 全国平均
「平成26年医療施設（静態・動態）調査」（厚
生労働省）

従来の施策体系を見直しし、第７次地域医療計画の目標達成に適合した事業を検討する



普及啓発 病院前救護
三次救急医療

（救命救急医療）
二次救急医療

（入院を要する救急医療）
初期救急医療 救命期後の医療

救命救急センター運営補助

宮城県救急医療協議会 〈知事の諮問機関、救急医療体制の充実強化に関する重要事項を調査審議〉

ドクターヘリ運航事業
受入困難事案受入医療機関
支援補助

：二次救急医療機関

救急搬送患者受入促進補助
：初期救急医療機関

救急医療体制充実促進補助
：郡市医師会

救急患者退院コーディネータ
補助
：二次・三次救急医療機関

救急患者退院コーディネータ
人材育成
：二次・三次救急医療機関

救急医療功労者知事表彰等
地域救急医療ワークショップ等

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の普及啓発

仙台医療圏救急医療体制検討部会 〈救急医療情報システムの機能追加や緊急度・重症度の応じた受入ルール策定について討議〉

救急医療情報センター運営事業 〈二次・三次救急医療機関の情報の消防・医療機関への提供や初期救急医療機関の情報を県民に提供〉

小児救急医療体制補助
：小児輪番制病院

小

救急医療対応力向上研修
〈医師・看護師〉

救急医療専門領域研修
〈医師〉

小

《平成３０年度通年（予定ベース）》

〔注釈〕 グレー塗りは、人材育成に関する事業である。

おとな救急電話相談#7119

こども夜間安心コール#8000小

救急医療情報システム機能強化事業 〈救急隊による照会・搬送情報を共有し、救急搬送の効率化を図るため、システムの機能強化を実施〉

現行の取り組みと見直しの方向性

フライトドクター/フライトナース養成補助

救急科専門医養成・配置事業

患者搬送体制整備補助

受入困難事案受入医療機関支援事業補助金の見直しの方向性

【受入困難事案11項目】
①飲酒 ⑥過去に問題
②急性アルコール中毒 ⑦要介護者
③背景に精神疾患 ⑧独居
④複数科目 ⑨自殺企図
⑤認知症 ⑩住所不定
⑪年齢等の要因で長期入院が予測

【新基準】
重症以上で
①病院照会回数4回未満
②現場滞在時間30分未満

・第７次地域医療計画の目標を達成するために、インセンティブを明
確化 ・郡市医師会への救急医療体制充実促進補助については、初期救

急医療体制の確保・充実に向けた取組がなされるよう適切に執行

・また、郡市医師会への補助金は、県から県医師会へ委託し執行し
てきたが、県の直接執行に切り替えるなど、予算のあり方も検討

・一方で、少額な補助金については、整理統合するなど、予算が効
率的に執行されるよう、内容を検討

初期救急医療施策の見直しの方向性

傷病程度は不問

9

※平成３１年度予算に関する事項につき内容は変更となる可能性がある。 ※平成３１年度予算に関する事項につき内容は変更となる可能性がある。


